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本県内における「違反対象物に係る公表制度」実施目標時期 
について（通知） 
 

標記の件について，「違反対象物に係る公表制度の実施及び検討状況の調査

（平成２７年１２月９日付け消防予第４７１号）」（以下，「消防庁４７１号通知」

という。）において，管内人口２０万人未満の消防本部における公表制度の実施

目標時期は，都道府県単位で決定することが適当であるとされたところです。 
公表制度の実施目標時期の設定にあたっては，消防庁４７１号通知において，

「各都道府県において管内人口２０万人以上の消防本部が少なくとも１以上公

表制度を実施する時期から遅くとも概ね２年以内を目途として，当該都道府県

内全ての消防本部（管内人口２０万人未満の消防本部を含む。）において公表制

度が実施されることが望ましい」とされていることから，本県内における公表

制度実施目標時期は平成３１年度といたします。 
各消防本部におかれましては，遅くとも平成３０年３月末までには条例等の

改正を行い，遅くとも平成３１年４月１日から公表制度を実施されるようお願

いいたします。 
なお，本通知は実施目標時期より早い時期に公表制度を実施することを妨げ

るものではないことを申し添えます。 
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